
（別紙） 

 

１ 国際希少野生動植物種の追加、削除等について（施行令別表第２の表２関係） 

 昨年 11 月に開催されたワシントン条約第 12 回締約国会議において、条約附属書の改正

が行われたことを受け、種の保存法施行令別表第２の表２における掲載種の追加、削除等

を行う。今回追加するのは、取引の影響を受けて個体数が減少する等により絶滅のおそれ

が高まったとして附属書Ⅰに掲載された種であり、また、削除するのは、個体数が安定し、

近年取引事例がみられないため国際取引を規制する必要性が低くなってきたとして、附属

書Ⅰから削除された種である。 

 さらに、附属書掲載種の学名が一部変更されたため、同施行令同表における表記を併せ

て変更する。 

 

（１）今回追加する国際希少野生動植物種（11 種） 

界 綱 目 科 学名 和  名 

鳥綱 おうむ目 おうむ科 
Amazona ochrocephala 
auropalliata 
ｱﾏｿﾞﾅ・ｵｸﾛｹﾌｧﾗ・ｱｩﾛﾊﾟﾙﾘｱﾀ 

ｷｴﾘﾎﾞｳｼｲﾝｺ 

〃 〃   〃 
Amazona ochrocephala 
belizensis 
ｱﾏｿﾞﾅ・ｵｸﾛｹﾌｧﾗ・ﾍﾞﾘｾﾞﾝｽｨｽ 

ﾏﾂﾊﾞﾔｼｷﾎﾞｳｼｲﾝｺ 

〃 〃   〃 
Amazona ochrocephala 
caribaea 
ｱﾏｿﾞﾅ・ｵｸﾛｹﾌｧﾗ・ｶﾘﾊﾞｴｱ

（なし） 

〃 〃   〃 
Amazona ochrocephala 
oratrix 
ｱﾏｿﾞﾅ・ｵｸﾛｹﾌｧﾗ・ｵﾗﾄﾘｸｽ

ｵｵｷﾎﾞｳｼｲﾝｺ 

〃 〃   〃 
Amazona ochrocephala 
parvipes 
ｱﾏｿﾞﾅ・ｵｸﾛｹﾌｧﾗ・ﾊﾟﾙｳﾞｨﾍﾟｽ 

ｱｼﾎﾞｿｷｴﾘﾎﾞｳｼｲﾝｺ 

〃 〃   〃 
Amazona ochrocephala 
tresmariae 
ｱﾏｿﾞﾅ・ｵｸﾛｹﾌｧﾗ・ﾄﾚｽﾏﾘｱｴ

ｵｵｷﾎﾞｳｼﾓﾄﾞｷｲﾝｺ 

〃 〃   〃 
Propyrrhura colouni 
ﾌﾟﾛﾋﾟｭﾙﾙﾗ・ｺﾛｳﾆ ﾔﾏﾋﾒｺﾝｺﾞｳｲﾝｺ 

爬虫綱 かめ目 りくがめ科 
Pyxis planicauda 
ﾋﾟｭｸｽｲｽ・ﾌﾟﾗﾆｶｳﾀﾞ ﾋﾗｵﾘｸｶﾞﾒ 

動
物
界 

〃 とかげ亜目 カメレオン科 
Brookesia perarmata 
ﾌﾞﾛｵｹｽｨｱ・ﾍﾟﾗﾙﾏﾀ ﾛｾﾞｯﾀﾋﾒｶﾒﾚｵﾝ 

－ － サボテン科 
Sclerocactus nyensis 
ｽｸﾚﾛｶｸﾄｩｽ・ﾆｭｴﾝｽｨｽ （なし） 植

物
界 － － らん科 

Aerangis ellisii 
ｱｴﾗﾝｷﾞｽ・ｴﾙﾘｽｨｲ （なし） 

 



（２）今回削除する国際希少野生動植物種（２種） 

界 綱 目 科 学名 和  名 

－ － べんけいそう科
Dudleya traskiae 
ﾄﾞｩﾄﾞﾚｲｱ・ﾄﾗｽｷｱｴ （なし） 植

物
界 

－ － ゆり科 
Aloe thorncroftii 
ｱﾛｴ・ﾄﾙﾝｸﾛﾌﾃｨｲ （なし） 

 

（３）学名の変更に伴う表記の変更（11 種、２綱） 

変  更  前 変  更  後 

動物界  

 おうむ目  

  おうむ科  

Ara maracana 
ｱﾗ・ﾏﾗｶﾅ（ｱｶﾋﾞﾀｲﾋﾒｺﾝｺﾞｳｲﾝｺ） 

Propyrrhura maracana 
ﾌﾟﾛﾋﾟｭﾙﾙﾗ・ﾏﾗｶﾅ（ｱｶﾋﾞﾀｲﾋﾒｺﾝｺﾞｳｲﾝｺ） 

Aratinga guarouba 
ｱﾗﾃｨﾝｶﾞ・ｸﾞｱﾛｳﾊﾞ（ﾆｮｵｳｲﾝｺ） 

Guarouba guarouba 
ｸﾞｱﾛｳﾊﾞ・ｸﾞｱﾛｳﾊﾞ（ﾆｮｵｳｲﾝｺ） 

Cyanoramphus auriceps forbesi 
ｷｭｱﾉﾗﾝﾌｽ・ｱｳﾘｹﾌﾟｽ・ﾌｫﾙﾍﾞｽｨ（ﾁｬﾀﾑｱｵﾊｼｲﾝｺ）

Cyanoramphus forbesi 
ｷｭｱﾉﾗﾝﾌｽ・ﾌｫﾙﾍﾞｽｨ（ﾁｬﾀﾑｱｵﾊｼｲﾝｺ） 

 あまつばめ目  
  はちどり科  
Ramphodon dohmii 
ﾗﾝﾌｫﾄﾞﾝ・ﾄﾞﾙﾆｲ（異名ｸﾞﾗｳｷｽ・ﾄﾞﾙﾆｲ。ﾋﾒｵｵﾊ

ｼﾊﾁﾄﾞﾘ） 

Glaucis dohmii 
ｸﾞﾗｳｷｽ・ﾄﾞﾙﾆｲ（ﾋﾒｵｵﾊｼﾊﾁﾄﾞﾘ） 

 かめ目  

  りくがめ科  

 
Testudo kleinmanni 
ﾃｽﾄｩﾄﾞ・ｸﾚｲﾝﾏﾝﾆ（ｴｼﾞﾌﾟﾄﾘｸｶﾞﾒ） 

左記の附属書Ⅰ種から分離 
Testudo werneri 
ﾃｽﾄｩﾄﾞ・ｳｪﾙﾈﾘ 

 わに目  

  クロコダイル科  

Crocodylus novaeguineae mindorensis 
ｸﾛｺﾃﾞｭﾙｽ・ﾉｳﾞｧｴｸﾞｲﾈｱｴ・ﾐﾝﾄﾞﾚﾝｽｨｽ（異名ｸﾛ

ｺﾃﾞｭﾙｽ・ﾐﾝﾄﾞﾚﾝｽｨｽ。ﾐﾝﾄﾞﾛﾜﾆ） 

Crocodylus mindorensis 
ｸﾛｺﾃﾞｭﾙｽ・ﾐﾝﾄﾞﾚﾝｽｨｽ（ﾐﾝﾄﾞﾛﾜﾆ） 

 とかげ亜目  

  おおとかげ科  

 
Varanus bengalensis 
ｳﾞｧﾗﾇｽ・ﾍﾞﾝｶﾞﾚﾝｽｨｽ（ｲﾝﾄﾞｵｵﾄｶｹﾞ） 

左記の附属書Ⅰ種から分離 
Varanus nebulosus 
ｳﾞｧﾗﾇｽ・ﾈﾌﾞﾛｽｽ 

 無尾目  
  ひきがえる科  
Atelopus varius zeteki 
ｱﾃﾛﾌﾟｽ・ｳﾞｧﾘｳｽ・ｾﾞﾃｷ（ﾂｴﾃｸﾏｶﾞｲﾄﾞｸｶﾞｴﾙ） 

Atelopus zeteki 
ｱﾃﾛﾌﾟｽ・ｾﾞﾃｷ（ﾂｴﾃｸﾏｶﾞｲﾄﾞｸｶﾞｴﾙ） 

CLASS ACTINOPTERYGII  
じょうき

条鰭亜綱 CLASS PISCE  魚上綱 

CLASS SARCOPTERYGII  
にく き

肉鰭亜綱 



変  更  前 変  更  後 

 すずき目  
  にべ科  
Cynoscion macdonaldi 
ｷｭﾉｽｷｵﾝ･ﾏｸﾄﾞﾅﾙﾃﾞｨ（ﾄﾄｱﾊﾞ） 

Totoaba macdonaldi 
ﾄﾄｱﾊﾞ・ﾏｸﾄﾞﾅﾙﾃﾞｨ（ﾄﾄｱﾊﾞ） 

植物界  
  サラセニア科  
Sarracenia alabamensis ssp.alabamensis 
ｻﾙﾗｹﾆｱ・ｱﾗﾊﾞﾒﾝｽｨｽ・ｱﾗﾊﾞﾒﾝｽｨｽ（異名ｻﾙﾗｹﾆｱ・

ﾙﾌﾞﾗ・ｱﾗﾊﾞﾒﾝｽｨｽ） 

Sarracenia rubra ssp. Alabamensis 
ｻﾙﾗｹﾆｱ・ﾙﾌﾞﾗ・ｱﾗﾊﾞﾒﾝｽｨｽ 

Sarracenia jonesii 
ｻﾙﾗｹﾆｱ・ﾖﾈｽｨｲ（異名ｻﾙﾗｹﾆｱ・ﾙﾌﾞﾗ・ﾖﾈｽｨｲ）

Sarracenia rubra ssp. Jonesii 
ｻﾙﾗｹﾆｱ・ﾙﾌﾞﾗ・ﾖﾈｽｨｲ 

 

２ 登録対象個体群等の改正について（施行令別表第６関係） 

  アフリカゾウのボツワナの個体群に係る皮等について、商業的目的の取引が新たに認

められたこと、及びアフリカゾウのボツワナの個体群に係る生きている個体等について

商業的目的の取引が新たに認められなくなったことを受け、同施行令別表第６に掲げる

個体群及び個体等を改正する。 

 

種 名 個体群 個体等 

ﾛｸｿﾄﾞﾝﾀ・ｱﾌﾘｶﾅ 
（ｱﾌﾘｶｿﾞｳ） 

ボツワナの個体群、ナミビアの個

体群及び南アフリカの個体群 
皮、牙（環境省令で定める

ものに限る。） 

ｳﾞｨｸｸﾞﾅ・ｳﾞｨｸｸﾞﾅ 
（ﾋﾞｸｰﾅ） 

アルゼンティンのカタマルカ県

及びボリヴィアの個体群 

毛、毛を材料として製造さ

れた加工品（皮を材料とし

て製造されたものを除く。）

ﾚｱ・ﾍﾟﾝﾅﾀ 
（ﾀﾞｰｳｨﾝﾚｱ） 

チリの個体群 個体、器官、加工品 

 

 

３ その他（施行令別表第１の表２関係） 

  国際希少野生動植物種に係る学名の変更と整合を図るため、国内希少野生動植物種に

係る同施行令別表第１の表２中の｢魚上綱｣を｢
じょうき

条鰭亜綱｣に改める。 

 

４ 施行日 

  一部改正政令の施行日は、平成 15 年２月 13 日（ワシントン条約改正附属書の発効日）

とする。 
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